
船舶事故調査報告書 

令和６年１２月１８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗組員負傷 

発生日時 令和５年７月２３日 １５時４４分ごろ 

発生場所 神奈川県平塚市馬入
ばにゅう

橋の南方（相模川） 

 中島四等三角点から真方位２５０°７１０ｍ付近 

 （概位 北緯３５°１９.４′ 東経１３９°２２.１′） 

事故の概要  水上オートバイ シーウルフは、北進中、船長が落水して負傷し

た。 

事故調査の経過 令和５年８月２日、主管調査官（横浜事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

水上オートバイ シーウルフ、５トン未満（長さ２.４５ｍ） 

２３５－３３５７３神奈川、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、特殊小型 

 負傷者 重傷 １人（船長） 

 損傷 なし 

 気象・水象 気象：天気 晴れ、風向 南、風力 ２、視界 良好 

水象：波高 約０.３ｍ 

 事故の経過 本船は、船長が１人で乗り組み、友人１人（以下「同乗者」とい

う。）を後部シートに乗せ、遊走の目的で、相模川左岸にあるマリー

ナ（以下「本件マリーナ」という。）を出発した。 

本船は、本件マリーナ付近で遊走し、馬入橋の南方でも旋回するな

ど遊走した後、相模川河口付近に向けて南進し、平塚市の湘南大橋を

過ぎると左旋回し、本件マリーナに向けて北進を開始した。 

本船は、約３０～４０km/h の速力（対地速力、以下同じ。）で、船

長が前方を見ながら航行していたところ、左舷方からの引き波を２回

又は３回乗り越えた際、船体が跳ね上がって着水し、船長及び同乗者

が着水した際の衝撃で投げ出され落水した。 

 船長は、付近を航行していた水上オートバイに同乗者と共に救助さ

れ、１１９番通報を受けて来援した救急車により神奈川県伊勢原市所

在の病院に搬送され、頸
けい

髄損傷と診断された。また、同乗者にけがは

なかった。 

 船長は、本船が本件マリーナに向けて北進中、ふだん相模川では遊

泳者がいることがあり、本船の前方に注意しながら意識を向けていた

ので、付近に発生していた波の状況を把握できなかったのではないか

と本事故後に思った。 

船長及び同乗者は、救命胴衣を着用していた。 

（写真１ 本船 参照） 



分析 

 

 本船は、相模川において、本件マリーナに向けて約３０～４０km/h

の速力で北進中、船長が、周囲の引き波の状況に注意を払っていな

かったことから、引き波で船体が跳ね上がって着水し、船長及び同乗

者が落水して負傷したものと考えられる。 

 船長は、ふだん相模川では遊泳者がいることがあり、本船の前方に

注意しながら意識を向けていたので、付近に発生していた波の状況を

把握していなかったことから、引き波の接近に気付かなかったものと

考えられる。 

原因  本事故は、本船が、相模川において、本件マリーナに向けて約３０

～４０km/h の速力で北進中、船長が、周囲の引き波の状況に注意を

払っていなかったため、引き波で船体が跳ね上がって着水し、船長及

び同乗者が落水したことにより発生したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・水上オートバイの船長は、引き波等を乗り越える際、船体の上下

運動で乗船者の体に強い衝撃が掛かり、落水することがあること

から、常時、周囲の波の状況を監視すること。 

 

写真１ 本船 

 


